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第
４
節
　
米
ソ（
露
）二
国
間
軍
縮

14 

13
　
戦
略
攻
撃
能
力
の
削
減
に
関
す

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ロ
シ
ア

連
邦
と
の
間
の
条
約（
戦
略
攻
撃

能
力
削
減
条
約
）（
抄
）

署　
　

名　

二
〇
〇
二
年
五
月
二
四
日（
モ
ス
ク
ワ
）

効
力
発
生　

二
〇
〇
三
年
六
月
一
日

第
一
条〔
戦
略
核
弾
頭
の
総
数
制
限
〕各
締
約
国
は
、
二
〇
〇
一

年
一
一
月
一
三
日
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
が
、
ま
た

二
〇
〇
一
年
一
一
月
一
三
日
及
び
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
三
日

に
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
略
核

弾
頭
を
削
減
し
及
び
制
限
し
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
三
一
日
ま

で
に
各
締
約
国
に
つ
き
戦
略
核
弾
頭
の
総
数
が
一
七
〇
〇
な
い

し
二
二
〇
〇
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
。
各
締
約
国
は
、
こ
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
た
戦
略
核
弾
頭
数
の
総
数
制
限
に
基
づ
き
、

戦
略
攻
撃
兵
器
の
構
成
と
構
造
を
独
自
に
決
定
す
る
。

第
二
条〔
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
条
約
の
効
力
継
続
〕両
締
約
国
は
、
Ｓ
Ｔ

Ａ
Ｒ
Ｔ
条
約
が
そ
の
条
項
に
従
い
、
引
き
続
き
効
力
を
有
す

る
こ
と
に
合
意
す
る
。

第
三
条〔
二
国
間
実
施
委
員
会
〕両
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実

施
の
た
め
、
少
な
く
と
も
年
二
回
、
二
国
間
実
施
委
員
会
の

会
合
を
開
催
す
る
。

第
四
条〔
効
力
発
生
、
有
効
期
間
、
脱
退
〕
１　

こ
の
条
約
は
、

各
締
約
国
の
憲
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
条
約
は
、批
准
書
の
交
換
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
条
約
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
効
力
を

有
す
る
も
の
と
し
、
両
締
約
国
の
合
意
に
よ
り
延
長
し
、
又

は
、
同
日
よ
り
前
に
後
の
協
定
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
三
箇
月
前
に
書
面
で
通

告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
主
権
を
行
使
し
て
こ
の
条
約
か

ら
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条〔
登
録
〕（
略
）




